
1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

名
古
屋
市

豊
橋
市

岡
崎
市

一
宮
市

瀬
戸
市

半
田
市

春
日
井
市

豊
川
市

津
島
市

碧
南
市

刈
谷
市

該
当

○
○

○
○

○
○

人
数

不
明

－
不
明

0
8
9
8
2

該
当

○
○

○
○

○
○

人
数

不
明

－
不
明

0
3
4
0

該
当

○
○

○
○

人
数

不
明

0
5
7

該
当

○
○

○

人
数

0
3
4

該
当

○
○

×
○

人
数

不
明

0

該
当

○
○

○
○

○
○

人
数

不
明

0
不
明

0
2

該
当

○
○

×
○

人
数

不
明

0

該
当

○
○

×
○

人
数

不
明

0

該
当

○
○

○

人
数

不
明

0

地
方
税
の
非
課
税
基
準

該
当

○
○

○

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料

（
税
）

該
当

○
○

○
×

国
民
健
康
保
険
の
一
部
負
担

金
の
減
免
基
準

該
当

○
○

○
○

○
○

○

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
対
象

基
準

該
当

○
○

○

基
準
最
低
賃
金

該
当

○
○

就
学
援
助

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
伴
い
連
動
す
る
制
度
に
つ
い
て

無 回 答

無 回 答

そ
の
他

制
度
内
容

介
護
保
険
料

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
利
用
負

担
上
限
額

自
立
支
援
医
療
の
負
担
上
限

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
上

限

（
２
０
１
４
年
愛
知
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
ま
と
め
）

備
考

医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度

額 保
育
料

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

自
己
負
担
限
度
額

児
童
入
所
施
設
措
置
の
徴
収

金 小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研

究
事
業
の
自
己
負
担
限
度
額



該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

地
方
税
の
非
課
税
基
準

該
当

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料

（
税
）

該
当

国
民
健
康
保
険
の
一
部
負
担

金
の
減
免
基
準

該
当

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
対
象

基
準

該
当

基
準
最
低
賃
金

該
当

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
伴
い
連
動
す
る
制
度
に
つ
い
て

そ
の
他

制
度
内
容

介
護
保
険
料

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
利
用
負

担
上
限
額

自
立
支
援
医
療
の
負
担
上
限

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
上

限

（
２
０
１
４
年
愛
知
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
ま
と
め
）

備
考

医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度

額 保
育
料

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

自
己
負
担
限
度
額

児
童
入
所
施
設
措
置
の
徴
収

金 小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研

究
事
業
の
自
己
負
担
限
度
額

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

豊
田
市

安
城
市

西
尾
市

蒲
郡
市

犬
山
市

常
滑
市

江
南
市

小
牧
市

稲
沢
市

新
城
市

東
海
市

○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ ○
○

無 回 答

無 回 答

無 回 答

基 準 引 き 下 げ に 伴 う 生 活 保 護 廃 止 者 が お ら ず 、 該 当 な し で 扱 う

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答

該 当 な し



該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

地
方
税
の
非
課
税
基
準

該
当

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料

（
税
）

該
当

国
民
健
康
保
険
の
一
部
負
担

金
の
減
免
基
準

該
当

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
対
象

基
準

該
当

基
準
最
低
賃
金

該
当

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
伴
い
連
動
す
る
制
度
に
つ
い
て

そ
の
他

制
度
内
容

介
護
保
険
料

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
利
用
負

担
上
限
額

自
立
支
援
医
療
の
負
担
上
限

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
上

限

（
２
０
１
４
年
愛
知
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
ま
と
め
）

備
考

医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度

額 保
育
料

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

自
己
負
担
限
度
額

児
童
入
所
施
設
措
置
の
徴
収

金 小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研

究
事
業
の
自
己
負
担
限
度
額

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

大
府
市

知
多
市

知
立
市

尾
張
旭
市

高
浜
市

岩
倉
市

豊
明
市

日
進
市

田
原
市

愛
西
市

清
須
市

○
○ 0

○

○
○

○

2
0

0

○
○

0
0

○ 0

○
○

○
○

0
4

0
0 ○ 0 ○

○
○

○
○

○

○

幼
稚
園
就
園

奨
励
費
2
人

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答



該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

地
方
税
の
非
課
税
基
準

該
当

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料

（
税
）

該
当

国
民
健
康
保
険
の
一
部
負
担

金
の
減
免
基
準

該
当

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
対
象

基
準

該
当

基
準
最
低
賃
金

該
当

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
伴
い
連
動
す
る
制
度
に
つ
い
て

そ
の
他

制
度
内
容

介
護
保
険
料

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
利
用
負

担
上
限
額

自
立
支
援
医
療
の
負
担
上
限

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
上

限

（
２
０
１
４
年
愛
知
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
ま
と
め
）

備
考

医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度

額 保
育
料

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

自
己
負
担
限
度
額

児
童
入
所
施
設
措
置
の
徴
収

金 小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研

究
事
業
の
自
己
負
担
限
度
額

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

北
名
古
屋
市

弥
富
市

み
よ
し
市

あ
ま
市

長
久
手
市

東
郷
町

豊
山
町

大
口
町

扶
桑
町

大
治
町

蟹
江
町

○ 0 ○ 0

○ 0

○

不
明

○ 4

○

○
○

○

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答



該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

該
当

人
数

地
方
税
の
非
課
税
基
準

該
当

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料

（
税
）

該
当

国
民
健
康
保
険
の
一
部
負
担

金
の
減
免
基
準

該
当

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
対
象

基
準

該
当

基
準
最
低
賃
金

該
当

生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
に
伴
い
連
動
す
る
制
度
に
つ
い
て

そ
の
他

制
度
内
容

介
護
保
険
料

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
利
用
負

担
上
限
額

自
立
支
援
医
療
の
負
担
上
限

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
上

限

（
２
０
１
４
年
愛
知
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
ま
と
め
）

備
考

医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度

額 保
育
料

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

自
己
負
担
限
度
額

児
童
入
所
施
設
措
置
の
徴
収

金 小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
研

究
事
業
の
自
己
負
担
限
度
額

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

飛
島
村

阿
久
比
町

東
浦
町

南
知
多
町

美
浜
町

武
豊
町

幸
田
町

設
楽
町

東
栄
町

豊
根
村

○
○

○

0
4
8

1
3
8
0

○ 2
0
4

○
○

0
8
3

○
○

0
9
1 ○ 8
7
6

○
○

○

0
0

2
9

○
○

○

○
○

○
○

○

○

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答

無 回 答


